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◼ 自販機オペレーター業界：現状

1. 「取引条件の見直し」について、業界団体内および会員間の情報交換が促進・定着していない。

➢ 公正取引委員会＝談合を極度に意識している。

2. 併設ロケおよび大手企業への「取引条件の見直し」の提案・交渉の営業活動が進んでいない。

3. 自販機OP＝取引先への「取引条件の見直し」の資料を作成し提案する商習慣がない。

経済産業省・中小企業庁
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価格交渉ハンドブック(全資料)
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中小企業庁：価格交渉ハンドブック(2026年
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国の価格交渉ハンドブックに基づいた推奨活動

1. 「取引条件の見直し」に係る情報収集は、業界団体および同業他社を通じて行う。

2. 業界および同業他社の「取引条件の見直し」に係る取引先への交渉時期・交渉順を確認し、交渉を
進める。

◆ 価格交渉ハンドブック「Good Practice」

① 地域や業界団体の会合等へ積極的に参加し、平時より担当者間のネットワークを構築しておくことも有効です。

② 取引先と個別交渉にあたる前に、特に業界団体として、相手先業界・大手事業者との交渉方針や交渉方法・
ツールの検討などを協議することも有効です⇒JAMA制作の「自主行動計画」に係る各種チラシを活用する。

③ 受注側企業の交渉順として、大手から中小企業・小規模事業者へと、順次すすめる例が多くみられます。同業
の交渉状況も把握しておくことが必要です。

3. 「取引条件の見直し」に向けた説明資料を準備し、必要に応じて、書面での申し入れを行う。

◆ 価格交渉ハンドブック「Good Practice」 

① 交渉にあたっては、当該製品・サービスの提供に関わる原材料費、エネルギー費、労務費等の変動を示すデー
タなど証跡が求められます。

② 商談に先立ち、交渉内容を記した書面の準備が有効です。口頭ではなく文章にすることで、交渉前に、取引条
件がどう変化したのか、現在の取引条件での問題点が何か、といった点が明らかとなり、交渉が進めやすくなります。

③ 取引先の担当者にとっても、書面として明確化された申し入れを受けとることで、社内部署に対応の打診を行い
やすくなる効果もあります。

◼ 取引条件の見直し：自販機オペレーションの標準外サービスの見直し(有償化等)を含む。

2026年3月9日

(一社)日本自動販売協会


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7

